
大阪市人権啓発推進協議会開催要綱 

 

（目的） 

第１条 人権啓発その他の本市の人権施策の円滑かつ効果的な推進を目的として、各区にお

いて人権啓発等の活動を行っている団体との意見交換及び連絡調整を行うため、大阪市人

権啓発推進協議会（以下「市協議会」という。）を開催する。 

 

（委員） 

第２条 市協議会に参加する委員は、各区の人権啓発推進協議会（以下「区協議会」とい

う。）を代表する者その他市民局長が適当と認める者とする。 

 

（会長及び副会長） 

第３条 市協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、区協議会を代表する者である委員の互選により選任する。 

３ 副会長は、区協議会を代表する者である委員のうちから会長が指名する。 

４ 会長は、市協議会の会議を主宰する。 

５ 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

６ 会長及び副会長の任期は、２年とする。ただし、補欠の会長及び副会長の任期は、前

任者の残任期間とする。 

７ 会長及び副会長は、再任されることができる。 

８ 会長及び副会長の任期が満了したときは、当該会長及び副会長は、後任者が選任され

るまで引き続きその職務を行うものとする。 

 

（庶務） 

第４条 市協議会の庶務は、大阪市人権啓発･相談センターにおいて処理する。 

 

（細則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、市協議会の運営に関し必要な事項は、市民局長が

別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 


